
防府市建設工事における「施工体制の適正化」に関する  

事務取扱要領  

平成３０年３月１６日制定  

 （趣旨）  

第１条 この要領は、別に定めのあるものを除くほか、防府市が発注

する建設工事（防府市建設工事等請負業者選定事務要綱第１条に規

定する「建設工事」をいう。以下同じ。）において、公共工事の入

札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７

号）第１６条及び公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１

７年法律第１８号）第５条の規定に基づき、施工体制及び施工状況

の実態を把握し、公共工事の適正な施工体制の確保を図るため、必

要な事項を定めるものとする。  

 （点検の実施）  

第２条 工事主管課長は、工事契約の適正な履行を確保するため、建

設工事について以下の点検を行うものとする。  

(1) 施工体制台帳等に関する点検  

(2) 工事現場における施工体制の点検  

（点検の対象）  

第３条 前条における点検の対象となるのは、以下の工事とする。  

(1) 施工体制台帳等に関する点検  

下請契約を締結する全ての建設工事  

(2) 工事現場における施工体制の点検  

設計金額１，０００万円以上の建設工事  

（点検者）  

第４条 工事主管課の当該工事の工事監督員（以下、「点検者」とい

う。）が点検を行うこととする。  

（点検方法）  

第５条 点検方法は、それぞれ次のとおりとする。  

 (1) 施工体制台帳等に関する点検  

   点検者は、施工体制台帳等の写しが提出された場合、１次下請



負人ごとに「施工体制台帳チェックリスト」（第１号様式）によ

り点検を行うものとする。また、２次下請負人以降が提出する再

下請負人通知書の内容及び添付書類の写しについても、本様式に

準じて点検を行うものとする。  

 (2) 工事現場における施工体制の点検  

   点検者は、下請負工事の着手後、工事施工期間中１回以上、「工

事現場における施工体制の点検票」（第２号様式）により、受注

者に事前通告せずに工事現場の点検を行うものとする。 

 （点検の評価及び指導方法） 

第６条 点検の評価及び指導方法は次のとおりとする。  

(1) 施工体制台帳等に関する点検  

  点検者は「施工体制台帳チェックリスト」の基準に基づいて項

目ごと点検を行い、不適切な項目等については、受注者に対し指

導を行うものとする。 

(2) 工事現場における施工体制の点検  

   点検者は「工事現場における施工体制の点検票」の各項目ごと

に点検を行うものとする。  

なお、「不適」の項目がある場合は、点検者から受注者に対し

口頭により是正の指示を行い、その内容を点検票に記載するもの

とする。また、口頭による指示で是正されない場合は、「指摘事

項指示書」（第３号様式）により文書で受注者へ是正を指示する

ものとする。  

 ２ 前項の規定において、法令違反等の疑いがある場合又は受注者

が是正措置を行わなかった場合は、工事主管課長から工事検査監

へ報告するものとする。  

 （その他）  

第７条 工事現場等における施工体制の点検を行った場合は、工事主

管課長は工事検査監へ工事完成検査を依頼する際に、「工事現場等

における施工体制の点検票」を提示するものとする。  

   附 則  



この要領は、平成３０年４月１日から施行し、同日以降指名通知又

は公告を行うものから適用する。  

   附 則（一部改正）  

 この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以降指名通知又は

公告を行うものから適用する。  

附 則（一部改正） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、同日以降指名通知又は

公告を行うものから適用する。  

附 則（一部改正） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、同日以降指名通知又は

公告を行うものから適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



点検要領  

 

 

 

 

 

〈参考〉建設業法第１９条  

 

 

 

 

 

 

１ 項目ごとに点検を行い、適切でない項目については、工事監督員から受注者へ指導を行う

こと。  

２ 法令違反、要綱違反等の疑いがある場合は、工事主管課長から工事検査監に報告すること。 

３ 施工体制台帳の変更、追加の場合は、該当箇所のみ点検を行うこと。  

４ ２次下請人以降については、チェックリストを作成する必要はないが、本チェックリスト

に準じて点検を行うこと。  

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲

げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。  

一  工事内容  

二  請負代金の額  

三  工事着手の時期及び工事完成の時期  

四  工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容  

五  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、そ

の支払の時期及び方法  

六  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中

止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれ

らの額の算定方法に関する定め  

七  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する

定め 

八  価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号 )第二条に規定する価格等をいう。 )

の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更  

九  工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め  

十  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、

その内容及び方法に関する定め  

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引

渡しの時期  

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法  

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不

適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他

の措置に関する定めをするときは、その内容  

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の

損害金  

十五 契約に関する紛争の解決方法  

十六 その他国土交通省令で定める事項  

２ 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するとき

は、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならな

い。  

３ 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところ

により、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通

省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措

置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。  

(昭四六法三一・平一二法一二六・平一八法九二・平二九法四五・令元法三〇・一部

改正) 

(現場代理人の選任等に関する通知 ) 

第十九条の二  請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合において

は、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負

人に対する意見の申出の方法 (第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書
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第３号様式  

第 号  

  年   月   日  

 

          様  

工事主管課長   

 

指摘事項指示書  

 

 施工体制の点検の結果、下記の指摘事項について是正を指示します。 

 

工 事 名  

点 検 者  

点 検 年 月 日  

指 示 年 月 日  

指 示 事 項 

 

 


